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判例研究「ンタガンダ事件賠償命令上訴審判決」 
SITUATION IN THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO 

IN THE CASE OF THE PROSECUTOR v. BOSCO NTAGANDA 
Judgment on the appeals against the decision of Trial Chamber VI of 8 March 2021 entitled

“Reparations Order”, ICC-01/04-02/06-2782, the Appeals Chamber, 12 September 2022 
 

はじめに 

●ンタガンダ事件（コンゴ民主共和国（DRC）） 
・2019 年 7 月 8 日第一審有罪判決（30 年の拘禁刑） 

・イトゥリ地域からレンドゥ族を排除するための軍事キャンペーンにおける犯罪 
・2002 年 11/12 月第一作戦／2003 年 2/3 月第二作戦 
・コンゴ愛国同盟（UPC）の軍事部門、コンゴ解放愛国軍（UPC/FPLC）司令官 
・訴因 

・殺人（CAH、WC） 
・レイプ・性奴隷化（CAH、WC）人道に対する犯罪（殺人、強姦、性奴隷
化、迫害等） 
・迫害（CAH） 
・文民への攻撃（WC） 
・略奪、敵財産の破壊等（WC） 
・文民の移送（WC） 
・子ども兵の徴収・使用（WC） 

・2021 年 3 月 8 日第一審裁判部による賠償命令（原審）（研究会報告 2021 年 11 月 1 日） 
・被害のカテゴリ 

① 攻撃の直接被害者が被った被害 
② 子ども兵に対する犯罪の直接被害者が被った被害 
③ レイプと性的奴隷制の直接被害者が被った被害（子ども兵士とレイプ・

性的奴隷制から生まれた子どもが含まれる） 
④ 間接被害者が被った被害 

・「個人的性質を持つ集団賠償」 
・賠償総額 USD 30,000,000 
・「変革的正義」概念 

・2021 年 3 月 30 日上訴裁判部有罪判決認容 
・2022 年 9 月 12 日賠償命令に対する上訴に関する判決（本件） 
 

https://www.icc-cpi.int/court-record/icc-01/04-02/06-2782
https://www.legal-tools.org/doc/68sd81/
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判決要旨 

主文 5 点の上訴理由について原審を破棄差戻 
①潜在的な被害者の人数に関する決定の不備 
②被告人に対する金銭的裁定の量について適切な計算または十分な理由の不足 
③被害者の申請に関する審査および判断の不備 
④被害者信託基金（TFV）の審査手続に関する基本的な基準の不足 
⑤世代を超えた被害の概念の理由とそうした被害を証明する証拠に関するガイダンス、サ
ヨにおけるヘルス・センターに関する被害と当該センターの破壊に起因する被害を証明す
る場合の因果関係の中断、および攻撃の被害者の物理的な被害の推定に関する理由付けの
不足 

 
I. KEY FINDINGS p. 12 
（→考察にて） 
 
II. INTRODUCTION p. 16 
上訴理由の整理 
a) 賠償段階での理由のある意見を提供する要件の適用可能性（→全体） 
b) 賠償の受給資格を有する潜在的受益者数に関する上訴理由（→VI.） 
c) 賠償額に異議を申し立てる上訴理由（→VII.） 
d) 賠償申請、適格性評価、および TFV への機能の委任に関する上訴理由（→VIII.） 
e) 証拠問題に関する上訴理由（→IX.） 
f) 原審の適時性に異議を唱える上訴理由（→X.） 

 
III.再審査基準、IV.適用法、V. 理由のある意見 （略） 
 
VI. 賠償の受給資格を有する潜在的受益者数に関する上訴理由 p. 35 
（「潜在的受益者数が 1100～10 万人」とした原審の決定について、正確な賠償額を決定す
るために必要な潜在的受益者数を判断していない） 
●規範 
・賠償命令では適格性基準を設定し、正確な受益者数を決定しなくてもよいが、被告人
の責任の範囲の決定のためには潜在的受益者数というのは重要なパラメーターであり、
被害者数に関する見積もりに依拠する場合には十分に強い証拠的根拠に基づいた見積
を得るよう努力しなければならない（ルバンガ事件上訴審決定（LA））（146-155） 
・いかなる不確定性も被告人の利益になるように解決されなければならない（LA）（155）
（「疑わしきは被告人の利益に」は刑事手続における原則だが賠償手続きにおける被告
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人の基本的な権利と矛盾する（イバネス・カランザ裁判官反対意見）） 
●あてはめ 
・本件の状況において、賠償額の決定におけるもっとも基本的なパラメーターの一つは
賠償が払われる被害者数である（157） 
・本件は「個人的性質を持つ集団賠償」…賠償額は「個人ごと」に設定され、計算され
ている→潜在的受益者数が多く見積もられていれば、賠償額が不公正なものとなる
（158-164） 
➡誤りを認定 

 
VII. 賠償額に異議を申し立てる上訴理由 p. 82 
1.賠償額を設定する前に可能な限り具体的な被害者数の見積もりを決定しなかった p. 107 

➡VI.で認定したように誤りを認定 
2.賠償額について理由のある意見を述べなかった p. 108 

➡説明がないことを認め、破棄差戻 
3. ンタガンダ氏とルバンガ氏の連帯責任 p. 118 

➡誤りはない 
 
VIII. 賠償申請、適格性評価、および TFV への機能の委任に関する上訴理由 p. 120 
A. （略） 
B.公判部が賠償請求を審査するべきだったかどうか p. 131 
(a) 公判部が、裁定の個別の要素にもかかわらず、賠償の申請を裁定せずに手続を進めたこ
とで誤りを犯したかどうか p. 135 
●規範 
・どのような場合に個別の申請を審査すべきか 

・個々の申請に関する公判部の所見が裁定により大きな影響を与える可能性がある
という点で、状況が異なる可能性がある他のケース 
→裁判官が申請書に含まれる情報に基づいて裁定することが望ましい（333） 
・賠償申請は賠償の引き金となるだけではなく、公判部が裁定を決定するための重
要な情報源でもある（334） 
・集団賠償のみが裁定される場合とは異なり、個別化された構成要素を伴う集団賠
償が裁定される場合には、公判部が賠償の申請を裁定することが要求される（336） 
・これらの申請から収集された情報は、特に金銭的裁定の根拠となる、入手可能な
最も強力で直接的な証拠を表す可能性がある…申請以外の情報源から十分に強力
な証拠が得られない場合、申請に基づいて判決を下すことが、賠償命令を下す最も
公平で透明性の高い方法である（339） 

・司法手続が合理的な期間内に終了しなければならないことを考慮して、裁判部は代わ



2022 年 11 月 25 日 
国際刑事判例研究会 
越智 萌 

4 

りに、賠償申請のサンプルのみに基づいて判決を下すことを選択し、その後、将来さら
に何人の潜在的な受益者が現れるかを見積もることができる…このような場合、賠償
申請のサンプルに含まれる情報は、すべての受益者に関する被害の種類と被害を修復
するための費用を決定するために不可欠である可能性がある 

「サンプル」の 2 つの意味： 
①賠償手続中に公判部ですでに所有されている申請のより大きなグループから
の代表的な部分 
②賠償段階で公判部が受け取ったすべての申請（申請が潜在的な受益者の総数を
表していないこと、およびそれらの申請が存在すると結論付ける強力な証拠が
あると判断された、したがって、実施段階で設定された日付までに申し出て、裁
定の恩恵を受ける可能性のある潜在的な受益者がさらにいる場合）（341） 

●あてはめ 
・公判部は、より強力な証拠に基づいて裁定を下すことができるように、それらの問題
についての決定に至る前に、被害者からの申請の少なくともサンプルを検討する必要
があった（342） 

(b) 公判部が被害者の同意なしに賠償の裁定を下したことは誤りであったかどうか p. 146 
➡誤りなし 

C.原審が潜在的な受益者の適格性に異議を唱える弁護側の能力を妨げるかどうか p. 147 
(a) 公判部での手続で行われる適格性評価への弁護側の関与 p.149 
・サンプルに基づく判断をしなかったことにより、弁護側がレビューする機会を奪った 

➡誤りあり 
(b) 実施段階における適格性評価への弁護側の関与 p. 150 

➡結果的に不要になるため上訴棄却 
D.裁判部が司法機能を TFV に委任したことで過ちを犯したかどうか p. 153 
(a) 公判部が TFV に対して適格性の検証について明確な指示を出したかどうか p. 158 

➡誤りあり、原審破棄差戻 
(b) 公判部が TFV に賠償の方法について明確なガイドラインを与えたかどうか p. 162 

➡誤りなし 
(c) 原審が TFV の活動に対する十分な司法的監視を提供しているかどうか p.167 

➡誤りなし 
(d) 結論 p. 169 
 
IX. 証拠問題に関する上訴理由 p. 169 
A. 「害を与えない（do no harm）」原則 

➡誤りなし 
B. 証拠の審査 
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1. 超世代的（transgenerational）被害 p. 184 
(i) 超世代的の概念 

・超世代的な被害の概念に関する潜在的な科学的不確実性についても、超世代
的概念の潜在的な制限についても言及していない（474） 

(ii) それを証明する証拠基準 
・公判部は被害を立証する必要性について簡単に言及しただけで、この被害を
証明する方法をさらに詳しく説明したり、提出しなければならない証拠や実施
すべき調査の種類を指定したりはしなかった（481） 

・そのほか、専門家意見や提出された申請に十分に依拠しなかったことなど 
➡（全面的に）誤りあり（492）、原審破棄差戻（493） 

2. 証拠書類 p. 203 
➡誤りなし 

3. サヨの保健センターの破壊 p. 211 
・ンタガンダ氏の賠償責任の範囲について、センターへの損傷を修理するための費用を
賠償命令に含めることができるかどうか、およびその根拠を検討する必要があった
（541） 
・そのほか、賠償総額との関係、唯一の根拠となった第 2 専門家報告書の信頼性および
信憑性の審査を怠ったこと等 
➡誤りあり、原審破棄差戻 

C. 因果関係の連鎖の断絶 p. 223 
(a) 賠償手続における因果関係の必須基準に関連する因果関係の連鎖の断絶 p. 230 
(b) 事例 p 234 

(i) 世代を超えた危害に関する因果関係の連鎖の断絶 p. 234 
➡該当部分原審破棄差戻（上記 IX.B.1.） 
(ii) サヨの保健センターにまつわる因果関係の連鎖の断絶 p.2361 
➡該当部分原審破棄差戻（上記 IX.B.3.） 

D. 直接/間接被害者 
(a) 直接の被害者が「重大な重要性を持つ」人物であった人は、間接的な被害者としての資
格を得ることができるかどうか p. 249 

(i) 予備的問題 p.249 
➡誤りなし 
(iii) 本案 p. 250 
・有名な世界的人物や指導者は、特定の人にとって重大な重要性をもつ可能性がある
が、その人が賠償を受ける資格があるとは限らない（626） 
・「重大な重要性」の概念を未定義のままにしておくと、TFV がこの法的概念を定義
しなければならなくなる可能性がある（628） 
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→「重大な重要性」＝「申請者を直接被害者と結び付ける愛情または依存の特別な絆
の基準（個人的な関係であり、その破壊が間接的な被害者の側の損害を助長するも
の）」（ECCC 判例に依拠） 
➡誤りなし 

(b) 公判部がレイプや性的奴隷から生まれた子供が直接の被害者に該当する可能性がある
と判断したことは誤りであったかどうか。 263 

・レイプと性奴隷から生まれた子供たちが被る害は生まれて初めて現れるが、レイプと
性奴隷の犯罪の直接の結果であるといえる（653） 
・レイプと性的奴隷の犯罪の実行を取り巻く状況（circumstance）、特に妊娠が望まれ
なかったという事実は、これらの子供たちが生まれた後に被った害との直接的な因果
関係を生み出すと考えられる（657） 
・直接的または間接的な被害者を引き起こしている特定の危害を特定することは、個々
の申請者が被った危害を認知すること（659） 
・レイプと性奴隷から生まれた子供の場合、直接の被害者として認められることは、満
足の尺度としてだけでなく、子供たちの危害が繰り返されないことの保証としても役
立つ（659） 
➡誤りなし 

E. 推定を採用するアプローチ 
(a) 公判部が推定を採用するアプローチに誤りがあったかどうか p.284 

➡誤りなし 
(b) 公判部が攻撃の被害者および家屋と物的資産を失った被害者について特定の推定を行
うことに誤りがあったかどうかｐ. 289 

(i)攻撃の被害者に対する身体的危害の推定を採用する際に公判部が誤りを犯したか 
p. 290 

(ii) 生活に重大な影響を与える家屋や物的資産を失った被害者の心理的被害につい
て公判部が推定を行う際に誤りを犯したか p. 293 

(iii) 性犯罪の被害者に関して推定を採用することにより立証基準を引き下げること
により公判部が過ちを犯したか p.295 
➡誤りなし 

(c) 性的犯罪の被害者に関して推定を採用することにより立証基準を引き下げることで
公判部が過ちを犯したかどうか 

➡誤りなし 
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X. 原審の適時性に異議を唱える上訴理由 p. 298（略） 
XI. 要約および結論 p. 313（略） 
XII. 適切な救済 p. 314（略 ＊主文参照） 
 
 

考察 

（＊（）内は KEYFINDINGS のパラ番号） 
1. 判決理由と証拠の明示の必要性（1-2） 
・原審の結論における飛躍 
 
2. 被害者によるすべての申請を考慮すべき場合もある（3） 
・「個人的性質のある集団賠償」の性質 
 
3. 被害者による申請は被害の計算にとっての重要な情報源である（4-10） 
・「サンプル」の選出方法により結果に大きな違いが出ないか 
・公判部の負担増の問題はいかにして解決されるか 
 
4. ＴＦＶが被害者審査をすることは可能だが立証基準は満たされなければならない（11-

14） 
 

5. 因果関係の連鎖の中断がある場合は被害は有罪となった者に帰属できない（15） 
・超世代的被害の概念と判断基準は公判部が決定（本判決で判断できなかったのか？） 
・2 つの学説 1 
・神経精神医学におけるエピジェネティック（非遺伝的）伝達理論：親が経験したトラウマ
的出来事の記憶を保持するエピジェネティックマークの親から子への伝達 
・社会的伝達理論：子どもの情緒的発達に対する育成と情緒的学習の影響 
・近接する原因の基準 
●カタンガ事件（5 名の申請者に関して） 
・「世代を超えた被害は、「社会的暴力が先祖から子孫へと受け継がれ、子孫にトラウマ的な

 
1 Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo, ICC-01/04-01/06, T-166-ENG, transcript of trial 
proceedings - testimony of Trial Chamber expert Dr Elizabeth Schauer, pp. 30-31; Beth Van 
Schaack, Gillian Reierson, Youk Chhang, and Autumn Talbott, Cambodia's Hidden Scars: 
Trauma Psychology and the Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia, 2nd ed., 
Documentation Center of Cambodia, 2016. 
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結果をもたらす現象」である」（賠償命令 para.10） 
・上訴審による再審理命令→再審理の結果、立証基準を満たさないとして 5 名とも不認定 
 
6. 間接被害者の証明のための「非常に重大（significant importance）」の概念は明確化さ

れるべきで、それは直接被害者と申請者をつなぐ愛情又は依存の特別な繋がり（special 
bonds of affection or dependence）の要件に指導される（16） 

・ECCC 基準を用いた？（注 1359 See Case 001 Appeal Judgment, para. 447. See also para. 418.） 

・この基準でもなお不明瞭 
 
7. レイプにより生まれた子どもは直接被害者であり、被害者の満足（safisfaction）はそれ

自体は被害者の分類の要素ではないが、被害の認定（recognition）であり、満足の形態
として十分であるし、被害を繰り返さないことの保障にもなる（17―18） 

・「直接被害者」と認定することが被害の再発防止につながる理由？ 
 

https://www.legal-tools.org/doc/63d36d/
https://www.legal-tools.org/doc/0a95b7/
https://www.legal-tools.org/doc/937f37/
https://www.legal-tools.org/doc/681bad/
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